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はじめに・・・・ 

 

 全国的な少子化が続くなか、山鹿市においても、中山間部を中心に児童生徒数は著しい減少傾向

を示しており、これからもその傾向は続くものと思われます。その結果、複式学級の発生や１学年

１学級といった小規模校、２０人に満たない小規模学級が増加している現状です。 

 このような学校・学級の小規模化は、児童生徒の学校における人間関係や教職員の配置の問題、

教育環境の面において、様々な影響を及ぼすことが考えられます。 

 山鹿市教育委員会では、このような課題に対応するため、平成１９年３月に、市民等の代表２０

名からなる「山鹿市立小・中学校規模適正化等協議会」を設置して、小・中学校の適正規模及び適

正配置等について検討をいただき、平成２０年３月に「山鹿市立小・中学校規模適正化について」

の提言をいただきました。 

 協議会では、次代を担う子どもたちに望ましい教育環境を提供するためには、適正な学校規模が

必要であることや従来の地域コミュニティを尊重して、適正な配置を行なうこと。また適正化を進

めるにあたっては、遠距離対策や学校跡地利用などについて、保護者や地域の方々の理解を得る必

要があることなどの提言がなされました。 

 本市教育委員会は、山鹿市立小・中学校規模適正化基本計画を作成するにあたり、山鹿市の長期

的な教育目標である「生涯学習社会を目指して～限りない夢を抱き、心豊かにたくましく生きる人

材の育成」を基本に据え、平成１９年３月に策定した山鹿市教育基本計画の実現を図るため、子ど

もたちがたくましく育ち、社会性や協調性を養い、向上心、創造力を培い、生きる力を身に付けて

いけるように、適正な集団規模を確保する必要があると考えています。 

 永い間、地域の学校として親しまれてきた学校の再編は、単なる数合わせの論議ではありません。

本市の将来を担う子どもたちにとって、より良い教育条件を整備し、最適な教育環境を作ることを

目的とするものであり、協議会で積み重ねた議論の結果である提言を尊重し、学校規模の適正化に

向けて、平成２１年１月に「山鹿市立小・中学校規模適正化基本計画」を策定し、平成２６年度ま

でを第１次計画期間として学校再編に取り組んできたところです。 

今回、第１次基本計画の内容を検証し、進捗状況を精査したうえで、「山鹿市立小・中学校規模適

正化基本計画第２次計画」を策定するものです。 
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１ 学校規模適正化基本計画（第１次計画期間）の終了にあたって 

（１） 第１次計画（期間：平成２０年度～平成２６年度）の進捗状況 

① 山鹿小学校と川辺小学校の再編 

   平成２５年４月に山鹿小学校として開校しました。 

② 鹿北地区３小学校（岳間小、岩野小、広見小）の再編  

 平成２５年４月に鹿北小学校として開校しました。 

③ 菊鹿地区３小学校（内田小、六郷小、城北小）の再編   

平成２８年４月に菊鹿小学校として開校予定です。 

④ 米野岳中校区４小学校（米野岳小、千田小、山内小、米田小）の再編 

     平成２９年４月の開校を目指し開校準備委員会の発足を予定しています。 

⑤ 鶴城中校区２小学校（平小城小、三岳小）の再編 

     将来の児童数減少が予測されることから、第２次計画で枠組みの変更を計画します。 

⑥ 鹿本地区３小学校（来民小、稲田小、中富小）の再編 

   第１次計画に引き続き第２次計画において検討します。 

    

 

 

２ 本市の学校規模の現状 

 

 山鹿市の学校数は、第１次計画期間の終了する平成２６年度現在、小学校１７校、中学校６校の

計２３校となっています。 

 児童生徒数については、平成２０年度には、４，７７０人が在学していましたが、平成２６年度

には４，１３６人となり、６年間で６３４人、１３．３％減少しています。平成３２年度には推計

で３，９９４人に減少する見込みとなっており、今後も児童生徒の減少傾向は続いていくと予想さ

れます。 

 児童生徒数の推移見込み                         (単位:人) 

 平成 20 年度 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 32 年度(推計) 

小学校児童数 3,063 人 2,865 人 2,700 人 2,649 人 

中学校生徒数 1,707 人 1,566 人 1,436 人 1,345 人 

合  計 4,770 人 4,431 人 4,136 人 3,994 人 
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３ 第２次基本計画策定における基本的な方針 

 

これからの社会の変化や多様性に対応するためには、山鹿市教育委員会の教育理念である「限り

ない夢を抱き、心豊かにたくましく生きる人づくり」のもと、知・徳・体のバランスのとれた教育

により、子どもたちが自ら考え、解決する力を養うことが大切です。 

山鹿市教育委員会では、学校の規模適正化を図っていくうえで、第１次計画に引き続き、以下の

事柄を基本的な方針として第２次計画に取り組んでいきます。 

 

（１）複式学級の解消を図ります。 

    山鹿市における学校の適正規模を、学校教育法施行規則に規定する適正規模及び義務教育

諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の規定による統合後の適正規模を適用

し、小･中学校とも１２～２４学級を基本に、それに近づけていくことを基本としますが、最

優先に複式学級の解消を図ります。 

 

（２） 保護者・学校と地域との関係が希薄化することがないよう、一体的な連携を推進するため、

旧市町等を単位とする地域コミュニティを尊重し、原則１小学校・１中学校の枠組みを考慮

します。     

 

（３）遠距離通学対策を講じます。 

学校規模の適正化を図ることで生じる遠距離の通学生、すなわち義務教育諸学校等の施

設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条に基づく「通学距離が、小学校にあってはおお

むね４ｋｍ以内、中学校にあってはおおむね６ｋｍ以内であること。」に該当しない児童・

生徒に対して、健康づくりも視野に入れ、地域の実情及び通学時の安全性を考慮しスクール

バスを中心とした通学対策を検討していきます。 

 

（４）統合校となる施設については、将来における児童数の減少見込みや財政状況等を考慮し、よ

り有効かつ効果的な整備を図ることを基本とします。 

 

 

４ 実施計画 

 

（１）計画期間 

平成２７年度から平成３１年度までの５年間を基本として進めます。 

 

（２）具体的な枠組み 

  ○小学校の再編 

①米田小、千田小・米野岳小、山内小の再編（米野岳中校区） 

     千田小と米野岳小及び複式学級の見込まれる山内小は、児童数の減少が今後も続き、米
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田小も一時的には児童数が増加する見込みですが、将来的に児童数の減少が見込まれます。   

また、学校間交流もあることから、従来からある通学区域（米野岳中学校校区）コミュ

ニティを尊重し、保護者・学校と地域との関係が希薄化することがないように１小学校・

１中学校の枠組みを考慮し４校での再編を進めます。 

 

♦児童数の推移【平成２６年５月１日現在】               （単位：人） 

学校名 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

米田小 81 95 109 117 121 121 124 112 102 94 90 

千田小 91 86 94 91 92 92 86 83 84 86 82 

米野岳小 91 91 84 84 80 85 88 84 85 81 76 

山内小 49 53 55 53 55 57 49 49 41 37 37 

合 計 312 325 342 345 348 355 347 328 312 298 285 

・統合は、平成２９年４月の開校を目指します。 

・統合校の位置は、米田小学校とします。 

・統合の前には、児童や PTA の各種交流事業等を支援します。 

・各学校で進められている特色ある教育を活かし、新しい学校づくりに努めます。 

・通学距離が概ね４Km を超える地域については、スクールバス等の運行を計画します。

また、通学路の現状等を点検し、安全性の確保に努めます。 

 

②来民小・稲田小・中富小との統合（鹿本地区） 

    稲田小、中富小では児童数の減少が今後も見込まれます。また、従来からある鹿本中校区

の地域（旧町）コミュニティを尊重し、保護者・学校と地域との関係が希薄化することがな

いよう１小学校・１中学校の枠組みを考慮し３校での再編を進めます。 

 

♦児童数の推移【平成２６年５月１日現在】              （単位：人） 

学校名 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

来民小 274 272 265 264 258 249 259 259 256 277 283 

稲田小 99 109 106 98 95 101 108 97 97 97 90 

中富小 94 91 89 80 80 77 71 68 61 57 52 

合 計 467 472 460 442 433 427 438 424 414 431 425 

・統合は、平成３０年４月の開校を目指します。 

・統合校の位置は、来民小学校を予定します。 

・統合の前には、児童や PTA の各種交流事業等を支援します。 

・各学校で進められている特色ある教育を活かし、新しい学校づくりに努めます。 

・通学距離が概ね４Km を超える地域については、スクールバス等の運行を計画します。

また、通学路の現状等を点検し、安全性の確保に努めます。 
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 ③八幡小・平小城・三岳小校区（１次計画の変更） 

   地理的、歴史的に関係が深い２校での再編を進めてきましたが、将来も児童数の減少が予想

され、再度の再編も懸念されることから、八幡小を含む３校での再編を進め、１小学校区と

します。 

 

♦児童数の推移【平成２６年５月１日現在】              （単位：人） 

学校名 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

八幡小 242 242 242 238 229 216 208 193 196 189 194 

平小城小 63 60 44 45 50 54 58 60 59 58 53 

三岳小 115 114 107 86 85 81 72 75 74 70 62 

合 計 420 416 393 369 364 351 338 328 329 317 309 

・統合は、平成３１年４月の開校を目指します。 

・統合校の位置は、八幡小学校を予定します。 

・統合の前には、児童や PTA の各種交流事業等を支援します。 

・各学校で進められている特色ある教育を活かし、新しい学校づくりに努めます。 

・通学距離が概ね４Km を超える地域については、スクールバス等の運行を計画します。

また、通学路の現状等を点検し、安全性の確保に努めます。 

 

 

○中学校の再編 

①鶴城中と山鹿中の再編 

     平小城小と三岳小で構成される鶴城中は、１学年１学級であり、両小学校の小規模化に

伴い今後も生徒数の減少が続く見込みです。よって、平小城小と三岳小、八幡小の３校で

の統合計画により、地域（旧市）コミュニティを尊重し、山鹿中との再編を検討し、旧市

１中学校区とします。 

 

♦生徒数の推移【平成２６年５月１日現在】              （単位：人） 

学校名 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

鶴城中 106 109 100 100 87 78 68 68 66 63 71 

山鹿中 724 691 679 699 681 680 659 669 664 667 684 

合 計 830 800 779 799 768 758 727 737 730 730 755 

・統合は、平成３１年４月の開校を目指します。 

・統合校の位置は、山鹿中学校を予定します。 

・統合の前には、生徒や PTA の各種交流事業等を支援します。 

・両校で進められている特色ある教育を活かし、新しい学校づくりに努めます。 

・通学距離が概ね６Km を超える地域については、スクールバス等の運行を計画します。

また、通学路の現状等を点検し、安全性の確保に努めます。 
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※その他の再編については、今後の社会情勢や生徒数の動向等を把握しながら、第二次計画期間中 

 に次の再編計画を検討することとします。 

 

５ 適正化にあたっての基本的配慮事項 

 

○保護者や地域住民との共通理解について 

 統廃合の対象となる校区の児童・保護者はもちろん、地域住民の方々の理解と協力を得ること

が最も大切であることから、「統合準備委員会」を設置し基本計画の周知を図り、共通の理解に努

めます。また、理解が得られたなら、対象校教職員及び保護者、地域住民等で構成する「開校準

備委員会」を設置し、統合に向けて具体的な協議を行っていきます。 

 

○児童の心の負担軽減について 

新しい学校をつくるという視点に立ち、統廃合の前に交流授業等を行うなど不安を解消できる

ような配慮や、統廃合後の児童への心のケアについても、教育委員会と学校が連携して心の負担

軽減に努めます。 

 

○通学対策について 

統廃合により通学距離が広がるため、遠距離通学児童に対してはスクールバス等の運行を計画

します。また、通学にかかる安全の確保にも十分配慮します。 

 

○学校施設の跡地利用について 

統廃合により廃校となる学校施設の跡地利用については、全市的な視点で、地域住民の方々の

意見や要望を聞きながら有効利用について検討します。 

 

○学校給食について 

学校規模適正化と併せて、関係する学校給食施設の整備を行っていきます。また、老朽化して

いる施設については、改修を行うとともに、共同調理場方式を検討します。 

 

 

６ 第２次計画終了後について 

  これからの次代を担う子どもたちは、情報化、国際化等の社会の変化に対応していく必要があ

ります。 

  全国的な少子高齢化が進む中、本市においても児童・生徒数が減少している状況です。その中

において、子どもたちの「生きる力」をはぐくむためには、いかに社会が変化しようと、自ら学

び、考え、より良く問題を解決するために主体的に判断し、行動できる確かな学力の育成や他人

を思いやる心、感動する心などの豊かな心の育成、そして、たくましく生きるための健康や体力

の育成が必要不可欠です。 

  これらのことを念頭に置き、今後、複式学級等が見込まれる場合は、社会情勢や人口の推移、
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財政状況等を考慮し、新たな方針に基づいた再編を検討し、児童･生徒により良い教育環境を提

供するため、さらに推進していくこととします。 

 


